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１回目の見解と比べて前向きな見解が示されたものの、当市の提案内容とは隔たりがある。
総合特区内では、川口地域で最大震度７を記録した平成16年新潟県中越地震によって、斜面崩
壊や地すべり、道路・ライフラインの寸断、集落の孤立が生じ、山古志地域では全村避難後も住
民の方々が長期にわたり仮設住宅での生活を余儀なくされるなど、甚大な被害を受けた。この震
災によって人口減少や高齢化はより加速し、民間路線バスの撤退が進むなど、生活サービスの
継続性が低下している。一方で、住民の方々には地域社会の存続に対する強い危機感が生ま
れ、自分たちでふるさとを守り続けていこうという機運が高まり、各地で地域の活性化や課題の解
決に向けた様々な取組が行われている。
本件提案は、このような状況から生まれた地域住民が主体となった地域の生活交通を守るため
の取組を規制の特例措置を通じて支援するものであり、当市としては何としても実現させたいと考
えている。
以上のことから、地域活性化方針に定めた政策課題の解決を図るため、国土交通省が引き続き
検討することについて、当市としては、次に掲げる条件を付して了解することとしたい。
なお、当市としては、総合特区内の小国地域において既にＮＰＯ法人が過疎地有償運送事業を
開始し、川口地域及び山古志地域・太田地区においても、平成25年度以降順次ＮＰＯ法人による
過疎地有償運送事業を開始すべく準備を進めており、事業の採算性向上を図るため規制の特例
措置の早期実現を望むことから、平成25年５月末日までに協議を終了し、遅くとも平成26年４月１
日までに規制の特例措置を活用したいと考える。また、当市としては１回目の回答と同様に、実施
にあたっては、長岡市公共交通協議会において総意を得たいと考える。加えて、総合特区内にお
いて過疎地有償運送事業を既に実施し、又は実施する予定のＮＰＯ法人は、本件提案の実現に
向けた協議の進捗状況について強い関心を有していることから、今後国土交通省が検討を進め
るにあたっては、その経過を当市に対して適切に情報提供するよう要望する。

（条件１：検討の方向性）
検討の方向性として国土交通省から２点示されたが、当市としては「過疎地有償運送の旅客の範
囲を観光客等の不特定多数の者に拡大すること」に可能な限り近い内容での規制の特例措置を
望むことから、次の２点から本件提案の実現に向けて前向きに検討を行うことを条件とする。
①道路運送法施行規則第49条第２号に規定する過疎地有償運送の旅客の範囲について、国土
交通省から「当該地域の住民生活に必要不可欠である雪下ろし、除雪等の生活支援型ボランティ
アについては、解釈によって認める方向で調整することが可能である。」との見解が示されたとこ
ろであるが、総合特区内における地域や運送主体の具体的な状況等を踏まえた上でこの解釈を
運用すること又はこの解釈をさらに拡大することについて
②一般乗合旅客自動車運送事業許可審査基準の一部緩和について
（条件２：H24春協議結果との整合）
本件提案及び平成24年春の協議で実現することとなった「自家用マイクロバスの有償貸渡しの許
可基準の緩和」は、いずれも生活交通サービスの継続性を確保するため、過疎地有償運送に使
用する車両を多目的に利用し多様な収益を得ることで生活交通事業の採算性の向上を図るもの
である。
このことから、本件提案の実現によって旅客運送の用に供する車両を有償貸渡しの用に供するこ
とができなくなることのないように検討を行うことを条件とする。

　自治体提案の「過疎地有償運送における旅客範囲の拡
大」の実現に向けて、国土交通省から代替案として「一般
乗合旅客自動車運送事業における許可審査基準の一部
緩和」が示されている。国土交通省は、提案の実現に向け
て、自治体提案の「過疎地有償運送における旅客範囲の
拡大」を基本としつつ、「一般乗合旅客自動車運送事業に
おける審査基準の一部緩和」についても、引き続き協議を
行っていくこと。

「過疎地有償運送における旅客範囲の拡大について」
　国土交通省は、引き続き旅客範囲の拡大に向けて検討
を進めるとともに、自治体は国土交通省の求めに応じて、
必要な資料提供等に努めること。

「一般乗合旅客自動車運送事業許可審査基準の一部緩
和について」
　国土交通省は、引き続き地方支分部局と連携し、審査基
準の緩和に向けた検討を進めること。

　また、国土交通省は、平成24年度の春協議における自
治体提案である「自家用マイクロバスの有償貸渡しの許
可基準の緩和」について、秋協議の結果への適用につい
ても合わせて検討すること。
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他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する行為を、旅客自動車運送事業とし
て事業規制を行っているのは、不特定多数の者を運送するという公共性に鑑み、旅客を安全に
運送することが極めて重大な課題であること、道路運送の利用者の利益を保護すること、利用者
の利便の増進を図ることをもって公共の福祉を増進することが必要であるためである。
従って、有償で、自動車を使用して旅客を運送する場合にあっては、原則、道路運送法に基づく
旅客自動車運送事業の許可を受ける必要がある。一方、採算性の面から旅客自動車運送事業
の継続が困難となり、地域住民の生活に必要な旅客輸送が確保されない場合などに、例外的に
自家用自動車による有償運送を認めるものが自家用有償旅客運送制度である。自家用有償旅
客運送制度においては、実施主体は営利を目的としないものに限定するとともに、旅客の範囲や
地域等についても限定しているものであり、運送形態としては、一般旅客自動車運送事業よりも
無規制である自家輸送に近似していると認められることから、当該運送形態を考慮した最低限必
要な輸送の安全の確保措置が講じることを求めているものである。従って、自家用有償の旅客の
範囲を拡大することは、自家用有償旅客運送制度の趣旨を鑑み、非常に困難である。
仮に不特定多数の者を運送するとした場合、バス、タクシー事業と何ら変わらない旅客範囲とな
るため、輸送の安全措置の強化を図ること、すなわちバス、タクシー事業に求められるものと同様
な規制によるべき必要がある。
バス、タクシー等の旅客自動車運送事業者に課せられている安全規制については、当該規制を
守れば事故が絶対に防げるというものではないものの、事故を起こさないために可能な限り必要
な規制を求めているものである。 したがって、運行期間６か月のＮＰＯが事故を起こしていないこ
とをもって、輸送の安全が確保されているとは言えず、また、現状の安全措置をもってこれからの
運送についてまで、輸送の安全が確保されると言えるものでもない。
なお、輸送の安全確保のために必要な具体的規制内容については、二種免許を保有する運転者
の選任、有資格の運行管理者の選任、当該運行管理者への研修、運行管理規程の定め、初任
及び６５歳以上の運転者の適性診断の受診、健康診断、有資格の整備管理者の選任、当該整備
管理者への研修、休憩・仮眠施設の設置、点呼時におけるアルコール検知器による確認等が必
要である。
　さらに、提案の地域である長岡市においては、乗合バス事業者の撤退はあるものの、現状、営
業区域を持つタクシー事業者が多数存在し、現状の観光客等の輸送手段については、タクシー
の利用をする者も考えられることから、長岡市の回答にあるタクシー事業者の撤退等を招く懸念
は強い因果関係がないとすることは言えないものと考える。
　
  以上のことから、結論として、過疎地有償旅客運送の旅客の範囲を不特定多数の者にまで拡大
することを認めることは困難である。
  一方、過疎地有償運送の旅客の範囲について、提案のうち当該地域の住民生活に必要不可欠
である雪下ろし、除雪等の生活支援型ボランティアについては、当該地域において日常生活に必
要な用務を反復継続して行う必要がある者として、対象旅客の範囲とすることを解釈によって認
める方向で調整することは可能である。また、運送主体による乗合旅客自動車運送事業の許可
取得に関しては、審査基準のうち、輸送の安全確保に関する部分の緩和は困難であるものの、そ
の他の部分について、地域や運送主体の具体的な状況等を踏まえ、その一部を緩和できるかど
うかについて検討することが可能である。
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総合特区内においては既にＮＰＯ法人が過疎地有償運送事業を開始した地域もあり、地域活性
化方針に定めた政策課題の解決をさらに推進するために、早急に実施していただきたい。

安全確保の観点から問題があるとの見解であるが、前述のＮＰＯ法人は過疎地有償運送の申請
に対する処理方針に定める輸送の安全及び旅客の利便の確保措置を講じており、現に過疎地有
償運送事業開始時から平成24年９月末まで車両等の交通による人の死傷又は物の損壊を起こし
ていない。以上のことから、過疎地有償運送制度においても十分に輸送の安全を確保していると
考えるが、対象旅客を拡大した場合に、安全確保の観点からどのような問題があり、その問題を
解決するためにはどのような措置を講ずる必要があるのかを具体的に御教示願いたい。

次に、バス、タクシー事業者との競争条件が異なることにより、バス、タクシー等の公共交通機関
の縮小、撤退に繋がり、結果として、地域住民に対する運送サービスが提供されなくなるおそれ
があるとの見解であるが、前述のＮＰＯ法人が過疎地有償運送を実施している路線は過去にバス
事業者が需要減少による採算悪化を理由に撤退した路線であることから、バス事業者について
の懸念は当たらないと考える。
また、前述のＮＰＯ法人が実施する過疎地有償運送の形態は路線バスと同じ路線定期運行であ
り、タクシーとは事業形態が異なる。タクシーは、バス・鉄道等の大量輸送機関の補完的役割を果
たすとともに、ドア・ツー・ドアの機動的・個別的公共輸送機関として国民生活に定着しているとお
り、これまでも消費者である地域住民や観光客等の一時訪問者はその移動の需要に応じてバス・
タクシーを選択していることから、タクシー事業者についての懸念は本件提案とは強い因果関係
があるとは考えにくい。なお、実施にあたっては、地域における需要に応じた住民の生活に必要
なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービス
の実現に必要となる事項を協議するために設置し、長岡市のほか、公共交通事業者、道路管理
者、公安委員会、高齢者団体、消費者団体、学識経験者、労働組合、その他関係行政機関で構
成する長岡市地域公共交通協議会において総意を得たいと考える。

　国土交通省からは、過疎地有償運送の旅客の範囲を拡
大した場合に懸念される、「安全性」「利便性」「公共交通
機関との競合」について、引き続き自治体側と協議し、現
行制度の解釈等や地域の実情に応じた最適な輸送サー
ビスのあり方等について検討するとしているものの、自治
体からは当該懸案事項について、それぞれ一定水準はク
リアしているとの見解が示されており、さらに将来的には
地域公共交通協議会での総意を得たいとしていることか
ら、国土交通省の懸念事項については自治体は回答済み
という状況である。
　国土交通省における検討状況を確認するために、引き
続き協議を行うこと。
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過疎地有償運送については、バス、タクシー事業者によっては十分な運送サービスが提供できな
い場合に、地域の足を確保する重要性に鑑み、自家用自動車による有償運送を例外的に認める
ものである。このため、運送主体を営利を目的としない者に限定するとともに、運送の対象となる
旅客や地域についても限定したものとなっている。
また、他人を有償で運送するものであることから、輸送の安全及び旅客の利便の確保を図る必要
があるが、一方で、旅客の範囲や地域を限定しているなどの実際の運送形態に鑑み、バス、タク
シー事業と同様の高いレベルの安全・利便確保措置を求めるまでの必要性はないと考えられるこ
とから、運送形態に応じた一定の水準の措置にとどめている。
このため、過疎地有償運送については、法令で定める対象以上に対象旅客を拡大した場合、安
全確保の観点から問題があり、また、バス、タクシー事業者との競争条件が異なる事により、バ
ス、タクシー等の公共交通機関の縮小、撤退に繋がり、結果として、地域住民に対する運送サー
ビスが提供されなくなるおそれがあるため、適切かつ慎重な検討を行う必要がある。
提案者側との協議等により、当該地域及び案件の実態等について調整等を行い、その結果を踏
まえて、現行制度の解釈や地域の実情に応じた最適な輸送サービスのあり方等について検討を
行う。

国土交通省自
動車局旅客課

道路運送法第４
条、第７８条

１回
目

２回
目

過疎地有償運送の事業許可を行うに
あたって、その旅客の範囲を過疎地域
その他これに類する地域内の住民、そ
の親族その他当該地域内において日
常生活に必要な用務を反復継続して
行う者であって自家用有償旅客運送
者が作成した名簿に記載されている者
及びその同伴者に限定する現行の基
準を緩和すること。

当該区域では、人口減少に伴う市場
規模の縮小により、民間路線バスが撤
退するなどの弊害が生じているが、誰
もが安心して暮らし続けられる地域を
実現するため、地域づくりに取り組むＮ
ＰＯ法人が事業者となり生活交通サー
ビスの継続性確保に取り組んでいる。
これには、多様な収益を確保すること
により経営の安定化を図ることが求め
られるが、現行の過疎地有償運送制
度では旅客の範囲が地域住民等に限
定されており、このことは、事業者の収
益獲得機会を制限し、当該事業の継
続性を低下させる要因となっている。
通常、不特定多数の輸送を行うために
は、一般旅客自動車運送事業の許可
が必要とされている。しかし、当該地域
は過去に不採算を理由として一般乗
合旅客自動車運送事業者が撤退した
地域であることから、当該地域におい
て一般乗合旅客自動車運送事業を安
定して経営することは極めて困難であ
る。以上のことから、この基準の緩和
を求めるものである。
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過疎地有償運送の
旅客の範囲の緩和 385

　　　　　　　　　　　　　　　内閣府記載欄

【Ⅰ：提案者の取組を実現するための方策について国と地方
で合意に至ったもの
Ⅱ：提案者の取組を実現するため方策の方向性について合意
至り、一部条件等を詰めるための協議を継続するもの
Ⅲ：取組を実現するための方策について国と地方の間に見解
の相違があり、合意に至らなかったもの
Ⅳ：一旦協議を終了し、提案者側で再検討を行うもの】

対面協議提案事項の具体的内容 政策課題 回数

国と地方の協議【書面協議】　担当省庁の見解

【A-1：指定自治体の提案どおり総合特区で実施　A-2：全国展開で実施　B：条件を提示して実施　C：代替案の提示
D：現行法令等で対応可能　E：対応しない　F：各省が今後検討　Z：指定自治体が検討】

整理
番号

国と地方の協議【書面協議】　指定自治体の回答

【ａ:了解　ｂ：条件付き了解　ｃ：受け入れられない　ｄ：その他】
特区
区分

総合
特区
名

提案事項名
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